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第 4回裁判 (目 頭弁諭)は 12月 6圏 (月 )13時30

分より福岡地裁 303号室で行われました。傍聴

40薦はすぐ満席となり、入れなかつた方まま廊下で

待機することになりました。

赤松秀岳弁護士の報告

第 4回の公判では、原告の側は、防衛大が原

告に対する暴力やいじめの探知体制を整備する

ことを怠つたこと。原告に対する基力やいじ跨

を 1年生の秋にようやく知つた後も、教官が報

告を上にあげなかつたこと、そのため 2年生の

春の原告に対する暴力やいじめを防止できなかつ

たこと。防衛大が暴力やいじめが伝統的な悪弊

として学内蔓延 していることを認めたのは、原

告が 2年生の5月 末に防衛大を離れ自宅に帰っ

た後、加害学生達を弄1事告訴した8月 以降のこ

とであり、このころからようやく関係学生や教

官の処分の手続きを始めたことは、防衛大の義

務違反を明らかに示すものであること、を主張

しました。

また、防衛大の義務違反を今後より詳細に立

証していくために、原告が裁半J所を通じて提出

を求めている教官の供述などは来年 1月 末頃に

提出することを国側が表明しました。

次国裁判は、2017年3月 6日 (月 )16時より鱒 1

号大法廷に決まりました。裁半」終了後、弁護団と

裁判官の進行協議が行われました。
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第5回裁判

日時-2017年3月 6露 (月 )16時09分  ′

法廷-301号 (100名 )

☆報告会 鶴岡市立中央市難 ジター2階

第一会議室 職 判所のすぐ裏)

※第 5回裁判以降は大法廷 (301号)を予定し

ます。大法廷は190名 ほど入ります。今まで以

上に声掛けあつて参力露下さい。

(こ れまでの裁判経過〉

1.第 1国裁半[

⑪日時-5月 23日 (月 )午前10時

②法延一福岡地裁S01号法廷

③原告代理入、赤松秀岳弁護士による意暴陳述

2.第 2置裁判

①日時-7月 il目 (月 )13時 3◎分

②法廷―福岡地裁391号法廷

◎原告代理入弁護±5入連為による「求釈明

申立書」提出

3。 第3鐵裁判

①日時―10月 4爾 (火)i3時30分

②法廷一櫂岡地裁303号法廷

4。 第4回裁判

①日時-12月 6日 (火)1騨時30分

②法廷一福岡地裁303号法廷


